
平
成
二
十
年
十
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

七

二

号

海
上
自
衛
隊
の
特
殊
部
隊
に
お
け
る
隊
員
の
死
亡
事
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

172



海
上
自
衛
隊
の
特
殊
部
隊
に
お
け
る
隊
員
の
死
亡
事
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
二
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
九
月
に
発
生
し
た
、
広
島
県
江
田
市
に
あ
る
海
上
自
衛
隊
の
特
殊
部
隊
「
特
別
警
備
隊
」
隊
員
を
養
成
す
る
第
一
術

科
学
校
の
特
別
警
備
課
程
に
お
い
て
、
一
人
で
十
五
人
を
相
手
に
す
る
格
闘
訓
練
（
以
下
、
「
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け

て
い
た
男
性
三
等
海
曹
（
以
下
、
「
三
等
海
曹
」
と
い
う
。
）
が
意
識
不
明
に
な
り
、
約
二
週
間
後
に
死
亡
し
た
事
件
（
以

下
、
「
三
等
海
曹
死
亡
事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
現
在
海
上
自
衛
隊
の
事
故
調
査
委
員
会
に
よ
る
調
査
と
、
海
上
自
衛

隊
警
務
隊
に
よ
る
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
当
該
調
査
と
捜
査
の
進
捗
状
況
に
つ
き
、
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
訓
練
」
に
つ
い
て
「
前
回
答
弁
書
」
で
防
衛
省
は
「
当
該
事
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
事
故
調
査
委
員
会
に
お
け
る
調

査
と
と
も
に
、
警
務
隊
に
よ
る
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
事
実
関
係
の
詳
細
に
つ
い

て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
教
育
訓
練
管
理
が
適
切
で
あ
っ
た
か
、
当
該
隊
員
に
対
し
て
連
続
組
手
を
行
う
必

要
性
が
本
当
に
あ
っ
た
か
等
の
観
点
に
立
っ
て
、
更
な
る
解
明
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
を
し

て
い
る
が
、
十
月
二
十
二
日
に
公
表
さ
れ
た
「
三
等
海
曹
死
亡
事
件
」
に
つ
い
て
の
事
故
調
査
委
員
会
に
よ
る
中
間
報
告

（
以
下
、
「
中
間
報
告
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
訓
練
」
は
必
要
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承

一



知
す
る
。
右
答
弁
が
「
中
間
報
告
」
の
内
容
と
食
い
違
う
の
は
な
ぜ
か
。

三

「
中
間
報
告
」
に
お
い
て
必
要
性
は
な
い
と
さ
れ
た
「
訓
練
」
が
行
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。

四

必
要
の
な
い
「
訓
練
」
が
行
わ
れ
、
結
果
と
し
て
「
三
等
海
曹
」
の
命
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
三
等
海
曹
」
の

死
亡
は
通
常
の
訓
練
中
に
起
き
た
や
む
を
得
な
い
事
故
の
類
で
は
な
く
、
ま
さ
に
海
上
自
衛
隊
に
お
い
て
集
団
暴
行
が
行
わ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
「
訓
練
」
は
集
団
リ
ン
チ
、
私
的
制
裁
で
し
か
な
い
と
考
え
る
が
、
防
衛
省
の
見
解
如

何
。

五

「
三
等
海
曹
死
亡
事
件
」
に
つ
い
て
の
調
査
、
捜
査
は
い
つ
頃
ま
で
に
終
了
す
る
予
定
か
。

六

「
三
等
海
曹
死
亡
事
件
」
に
つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
防
衛
省
は
「
防
衛
省
と
し
て
は
、
今
後
、
事
実
関
係
の
詳
細

を
調
査
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
厳
正
に
対
処
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
防
衛
省
と
し
て
、
右
事
件
に
対

し
て
徹
底
的
に
調
査
、
捜
査
を
し
、
そ
の
結
果
を
包
み
隠
さ
ず
国
民
に
公
表
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
そ
う
せ
ず
し
て
、
防
衛

省
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
は
回
復
し
な
い
と
考
え
る
が
、
浜
田
靖
一
防
衛
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


